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１．都市計画マスタープランの目的 

１－１ 都市計画マスタープランの目的 

（１） 都市計画マスタープランの目的 

恵庭市都市計画マスタープランは、都市の将来像を明らかにすると共に、市全体及び地域別

での土地利用や都市計画の方針を示し、恵庭市における都市づくりの総合的な指針を定めるこ

とを目的とするものです。 

（２） 都市計画マスタープラン策定の経緯 

本市では平成 12 年に、「平成 12 年度版恵庭市都市計画マスタープラン」を策定しました。 

策定後 10年を迎えた平成 23年には、中間見直しとして「平成 23年度版都市計画マスタープ

ラン」を策定し、まちづくりの方針を、「成長拡大型のまちづくり」から、JR３駅を中心とした

「コンパクトなまちづくり」へと改めるとともに、「まちづくりプロジェクト」や、「地域活性

化協議会（市民まちづくり会議）」など、新たな取り組みを盛り込みました。 

令和３年度版都市計画マスタープランは、平成 23年度版計画の見直し計画として、令和元年

から２か年をかけて策定するものです。 

（３） まちづくりの取り組みの成果 

これまで本市では、都市計画マスタープランに基づき、恵庭駅や恵み野駅周辺での市街地開

発事業、花の拠点「はなふる」の整備、住宅団地「ふれる恵み野」、複合施設「黄金ふれあいセ

ンター」、「えにあす」の整備、戸磯南工業団地の整備など、様々な事業に取り組んできました。 

これらの事業により、駅周辺には新たな人の流れが生まれ、市民の新たな交流や活動、就業

の機会が増加し、本市の移住定住の促進にもつながりました。 

その結果、人口は 70,062 人（令和３年４月現在）と、市制施行以来穏やかに増加しており、

商業販売額、製造品等出荷額の増加、地価の上昇などがみられ、まちづくりの取り組みに一定

の成果がみられました。 

平成12年度版恵庭市都市計画マスタープラン 目標年
平成 30年

次期見直し

目標年
平成 32年

平成 21
22 年見直し 

目標年
令和 22 年

令和元
2年見直し 

都市計画マスタープランの目標年次 

目標年次：令和3年～令和22年 

計画期間：20年 

図 １-１ 都市計画マスタープラン見直し経過 
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（４） 都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランの位置付けは、以下に示すとおりです。 

都市計画マスタープランは、都市計画法（以下、「法」という。）第 18条の２の規定に基づく

「市町村の都市計画に関する基本的な方針＊１」に該当する計画であり、「千歳恵庭圏都市計画都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針＊２」、「第５期恵庭市総合計画＊３」に即すと共に、恵庭

市における関連諸計画と整合を図り策定します。 

市が行う各種都市計画の決定・変更は、都市計画マスタープランに基づき進められます。 

図 １-２ 都市計画マスタープランの位置付け 

＊１市町村の都市計画に関する基本的な方針：市町村の都市計画マスタープランのこと。市町村の都市計画マス

タープランは、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくり

の具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき「まち」の姿を定めるものです。 
＊２千歳恵庭圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（目標年次令和 12 年度）：都市計画区域につ

いて、北海道が広域的な見地から定める都市計画の基本的な方針で、都市計画区域の目標や市街化区域と市街

化調整区域の区分の方針などが定められ、市町村の都市計画マスタープランはこの方針に即する必要がありま

す。なお、千歳恵庭圏都市計画区域は、恵庭市と千歳市で構成されています。 
＊３第 5期恵庭市総合計画（平成 28年度 平成 37 年度（令和 7年度））：恵庭市における計画的な行政運営の総

合的な指針であり、恵庭市が策定する計画の最上位に位置付けられるものです。  

即す

即す

整合

整合

即す

第5期恵庭市総合計画 

各種都市計画の決定・変更（恵庭市決定） 

・地域地区（用途地域、準防火地域など） 

・都市施設（道路、公園、下水道、ごみ処理施

設など） 

・市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地

再開発事業など） 

・地区計画 

千歳恵庭圏都市計画都市計

画区域の整備、開発及び保

全の方針（法 6条の 2） 

その他部門別関連計画 

・緑の基本計画 

・景観形成基本計画 

・バリアフリー基本構想 

・住生活基本計画 

・環境基本計画 

・国土強靱化地域計画

・地域防災計画 

・農村滞在型余暇活動機

能整備計画

・その他関連計画 

第2期恵庭市総合戦略 

「新ガーデンシティプラン」 

令和 3年度版恵庭市都市計画マスタープラン 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

（令和３ 令和 22年度） 

（法 18 条の 2） 
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１－２ 恵庭市を取り巻く社会変化 

（１） 少子高齢化と人口減少 

恵庭市は人口が増加しているものの、将来的には人口減少に転じることが予想されます。 

少子高齢化が進んでおり、バリアフリーの充実はもちろん、住宅地において空き家対策など

の課題が想定されます。 

少子高齢化により、地域コミュニティの組織力を維持するため、地域コミュニティ力を補完

するまちづくりが求められます。 

高齢化が進む中、「ヘルスケア（健康の維持や増進）」が重視されており、まちづくりにおい

ても歩行空間の充実など健康増進を促すまちづくりが求められています。 

（２） ライフスタイルの変化 

会社に行きフルタイムで働く人もいれば、自宅近くのサテライトオフィス＊１やシェアオフ

ィス＊２、コワーキングスペース＊３で働く人、インターネットにより自宅で自由に働く人もい

るなど、時間と空間に捉われない働き方を選択する人々も増えてきています。 

さらには、緑に囲まれた住宅で在宅ワークをしながら菜園を楽しむライフスタイルなどを選

択する人が増えることが予想されます。 

インターネットを通じて、サービスの利用者と提供者を素早くマッチングすることが可能に

なっており、空いている部屋や住宅を民泊として提供するサービス、一般ドライバーの自家用

車に乗って移動できるサービス、空いている駐車スペースを利用するサービスなど様々なサー

ビスが増えています。それらはシェアリングエコノミー＊４と呼ばれ、交通や暮らしを変えつ

つあります。 

工場などの生産拠点は、自然に囲まれた環境が企業ブランドにつながるようになり、こうし

た新たなタイプの生産拠点を検討することも必要です。 

（３） SDGs＊５（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））の実践 

SDGs の目標には、「住み続けられるまち」があり、人々が安全で暮らしやすい居住環境や基

本的なサービスを受けられるようにすることが求められています。 

また、自然災害にも強く、社会的弱者に配慮され、環境負荷の少ない持続可能なまちづくり

を進めることも求められます。 

（４） 交流人口の増加 

世界的には、海外観光を楽しむ人口が増大しています。また、日本の観光ブランドも年々上

昇していることに加えて、北海道のインバウンドも増加しています。 

北海道の空の玄関口の新千歳空港と北海道の拠点都市である札幌市の間に位置する恵庭市に

おいても、交流人口が増加することが予想されます。 

＊１サテライトオフィス：企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。 
＊２シェアオフィス：自社だけではない複数の企業や利用者が共用で使用するオフィス・仕事場所のこと。 
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＊３コワーキングスペース：互いのアイデアや情報を交換し、仕事の質を高める働き方ができる場所。 
＊４シェアリングエコノミー：空間（住居・居室）、場、移動などあらゆる資産を共有する考え方や様々なサービ

スの提供のこと。 
＊５SDGs（エスディージーズ）：持続可能な開発目標（SDGｓ（Sustainable Development Goals））とは、2001 年

に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標。 

（５） 人工知能（AI）・IoT＊１（Internet of Things）など技術革新によるまちづくりの変化 

AI・IoT の実装によって移動に伴う利便性が大幅に向上し、交通体系が変化することが想定

されます。 

具体的には、自動運転や MaaS＊２によるライドシェアやパーソナルモビリティによるいつで

も必要な時に利用できるモビリティサービスの普及などがあります。 

これまでは、ICT＊３によりエネルギーネットワークを中心としたスマートシティが一部の都

市で整備が進められてきましたが、今後は、ICT などによりエネルギー、環境、交通、セキュ

リティ、防災、ヘルスケア等、様々な社会課題の解決を図ることのできるスマートシティ化も

想定されます。 

インターネットがまちなかのどこでもつながるような環境が求められ、インフラとして情報

通信網の充実が求められます。 

AI や IoT などの技術革新を視野に入れたまちづくりを進めることが必要です。 

（６） 新型コロナウイルス感染症の拡大による変化 

世界的大流行となった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、人々の生活様式や価値

観を一変させました。

 新型コロナウイルスの影響により在宅ワークが普及し、カフェやコワーキングスペースを活

用したリモートワークの定着もみられ、場所にとらわれずに働くことができる価値観が浸透し

ました。今後は、地方移住や二地域居住のほか企業移転など、人々の働き方とともに暮らし方

がさらに多様化することも予想されます。

暮らし方や価値観の変化を恵庭市への移住・定住を促進する機会と捉え、リモートワークが

可能なオフィス機能の設置、地方移住につながるサテライトオフィスの誘致や整備、環境配慮

型住宅地の誘導などを進めることで移住促進を図る必要があります。

＊１IoT（アイオーティー）：：Internet of Things の略称。「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家

電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデ

ータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。 
＊２MaaS（マース）：Mobility as a Service の略称。地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズ

に対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行

うサービスのこと。
＊３ICT（アイシーティー）：Information and Communication Technology の略称。情報や通信に関連する科学技

術の総称。 
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１－３ 恵庭市の魅力 

恵庭市は充実した都市機能と美しい田園風景、豊かな自然環境を持ち、花と緑あふれるまち

です。

恵庭市の市街地は、行政区域の 6 割を占める森林地域と良好な農地に囲まれて形成されてい

ます。

西の森林地域から東に流れる漁川、茂漁川、柏木川、島松川、ルルマップ川、ユカンボシ川

が市街地の水辺空間になっており、まち全体が水と緑のうるおいをもたらしています。

恵庭市はこれまでのまちづくりにより、恵庭・恵み野・島松の３つの JR 駅を中心とした３つ

の生活圏からなる恵庭型コンパクトシティが形成されてきました。

３つの生活圏は、都市機能や利便機能を持ちながらも、歩いて暮らせる親しみを感じるまち

の規模となっており、暮らしやすいまちとなっています。

恵庭市では、住宅地が美しい花で飾られており緑と花による彩が美しい街並みが広がってい

るほか、商店街でも花壇を設け花のあるまちづくりが進められています。

市街地の中でも恵み野地区はガーデニングが盛んで、道内外のガーデニングの愛好家が数多

く訪れており、ガーデンシティとしてのイメージを広めています。

恵庭市には、生活圏の周辺に食品加工の工場など多くの生産拠点があり、恵庭市に住みなが

ら働くことができるまちであり、子育て世代が暮らしやすいまちにもなっています。

恵庭市には花や緑、自然や農地がつくる美しい田園景観に囲まれた居住環境が整っているほ

か、企業立地もあるため就労環境も整っています。心地よく「住む」環境と「働く」環境が身

近にあることも、恵庭市の魅力となっています。

さらに、恵庭市の都市としての魅力は、豊かな農業環境があげられます。市街地周辺の農業

地域では、様々な農産物が採れ、道と川の駅にある農産物直売所などでは、地元の新鮮な野菜

を手軽に購入することができます。
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２．まちづくりの基本方針 

２－１ まちづくりの基本的な考え方 

 これまで恵庭市では、都市計画マスタープランに基づき、恵庭、島松、恵み野の３つのＪＲ駅

を中心としたコンパクトなまちづくりを進めてきました。

 今後も、コンパクトなまちづくりを更に進め、３駅を中心とした都市機能の強化、充実を図る

と共に、まちづくりの基本的な考え方を「ガーデンシティの確立」とし、その実現に向け、本市

の東西方向に広がる豊かな自然環境や田園環境を、「東西軸＊１」として新たに位置付け、本市の都

市ブランドを高める貴重な空間として、観光・レクリエーションなどの様々な利活用を図り、水

と緑、花に囲まれた豊かな暮らしがあるまちを目指します。

 また、近年の新型コロナウイルスの感染拡大により、人口が集中する大都市のリスクが着目さ

れ、人々の住まいや働き方は大きく変化しています。

 このような社会動向を的確に捉え、市民や民間など多様な主体と連携し、恵庭の持つ豊かな自

然環境や花や緑あふれる街並み、優れた食材を提供する農業環境など、恵庭の魅力を更に高める

各種取り組みを展開していきます。

＊１「東西軸」：恵庭の都市ブランドを高めていく軸（空間の広がり）。盤尻地区の森林地域や各種レクリエーショ

ン施設、漁川や柏木川、ルルマップ川などの河川、水田や畑作、花きなどの農用地など、本市の東西方向に広がる

自然環境や田園環境を示す。

水と緑、花に囲まれた豊かな暮らしがあるまち 

ガーデンシティの確立 

 コンパクトなまちづくり－
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図 ２-１ 将来のまちづくりイメージ 

＊１環境配慮型住宅：花・緑豊かでゆとりのある敷地規模を持つ周辺環境に配慮された住宅

恵み野地区

島松地区

恵庭地区

東西軸 
恵庭の都市ブランドを

高めていく軸 

市街地外縁部の 

緑地・都市公園 

自然環境を活かした 

環境配慮型住宅＊１

自然や景観を 

活かした公園や 

レクリエーショ

ン空間

花のビレッジ 

構想の推進 

「はなふる」を拠点

とした花のネットワ

ークの形成

公園・緑地機能を

有する工業用地

水辺空間を活かした 

歩行者系ネットワーク 

歩行者、自転車ネット 

ワークによる健康増進 

札幌市 
道都、大消費地 

北広島市 
民間ボールパーク

の建設 

千歳市 
空港の民営化 

苫小牧市 
港湾・流通 

広域の交流軸

恵庭型コンパクトシティの充実 

花と緑に彩られた 
住宅・街並み

豊かな農業環境と交流機能 
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ガーデンシティの確立のイメージ 

●３つの駅周辺（生活拠点）の暮らし 

３つの駅周辺では、行政サービスや商業、医療など様々なサービス機能が集約され

ているほか集合住宅などが配置されています。 

このため市内の戸建てから駅周辺の集合住宅に住み替える高齢者も多く見られます。

高齢者は、コミュニティ施設でサークル活動、郊外の田園地帯の貸し農園で菜園を楽し

む姿があります。 

また、駅周辺には空き施設を活用したカフェなどを併設したコワーキングスペースなど

もあり、オンラインで働く若い世代のサードプレイスとなっており、駅周辺のにぎわいにつ

ながっています。 

●花と緑のある住宅地の暮らし 

恵庭市の市街地は計画的につくられており、公園緑地や街路樹、水辺空間などより

緑豊かな住宅地が広がっています。 

こうした公園緑地や水辺の散策路などは、散歩やランニングの場となっており、市民

の健康増進につながっています。 

本市では、住宅地が美しい花で飾られており緑と花による彩りが美しい街並みが広が

っており、中でも恵み野地区はガーデニングが盛んで、道内外のガーデニングの愛好

家が数多く訪れており、ガーデンシティとしてのイメージを広めています。 

また、住宅地には、カフェを併設した住宅や空き施設などを活用したコミュニティの小

さな交流拠点（サードプレイス）があり、地域の人々が日常的に交流しています。 

この小さな交流施設には、在宅ワーカーが気分転換を兼ねて仕事をする姿が見られ

たり、子育てサロンなども行われたりし、快適な暮らしを支えています。 

さらに小さな交流拠点により、地域の人のつながりがつくられ、高齢者の見守りや災害

時の共助につながっています。 

●農を身近に感じる田園地帯の暮らし 

市街地を囲むように広がる田園地帯には、菜園付き住宅があり、在宅ワークをしなが

ら家庭菜園を楽しむ暮らしや自然環境で子育てをしたいと考えている若い世代などが

暮らししています。 

市街地に近い田園地帯には、道の駅の直売所や民間の貸し農園など農業者との交

流の場などがあり、農ある暮らしを楽しめる仕組みや農業を身近に感じることができます。 

こうした田園地帯で暮らしが、ガーデンシティとしての恵庭市のイメージもつながって

います。 

●自然環境の中での交流 

市街地の外縁部の田園地帯や森林地帯では、良好な農地や自然環境の保全を目

的とした緑地などが配置されています。 

緑地には、交流機能を持った施設が配置され、市民や来訪者が訪れる交流の場にな

っています。
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２－２ まちづくりの基本方針 

恵庭市のまちづくりは、以下の３つを基本方針として進めます。

（１） 方針１：安心とにぎわいのあるまちづくり 

１） 恵庭型コンパクトシティの推進 

①恵庭・島松・恵み野（JR３駅）を中心としたコンパクトシティの推進 

恵庭・島松・恵み野のＪＲ千歳線３駅を中心に、多機能な「地域拠点」の形成を図りなが

ら、まち全体として必要な都市機能を分担し、地域拠点から良好な住宅地が広がる恵庭型コ

ンパクトシティを推進します。 

②駅周辺部の人口の確保・維持の推進 

ライフスタイルやにぎわいの創出などを勘案し、行政サービス機能、住居機能、高齢者支

援機能、商業、医療、コミュニティ機能、子育て支援機能、サテライトオフィスなど働く機

能などを誘導します。 

同時に、徒歩や自転車、エコバスなどの公共交通を利用して快適に暮らすことができる、

「歩いて暮らせるまちづくり」を推進します。 

③地域拠点での賑わいの創出 

駅周辺部では、人の行動やにぎわいを感じられるように、店舗やコミュニティ施設などを

誘導します。 

④利便性の高い交通ネットワークの形成及びバリアフリー化の推進 

恵庭・島松・恵み野の３駅を中心に、周辺の市街地を結ぶ道路網の充実を図り、公共交通

の利便性を高めること推進します。 

歩行者、自転車ネットワークを形成し、歩いて暮らせるまちを実現します。 

今後の AIや IoT 技術の進展に合わせて、新たな交通システムの導入を検討し、利便性の高

い交通ネットワークを形成します。 

高齢化、国際化に対応してバリアフリーおよびユニバーサルデザインの整備を進めます。 

方針１ 安心とにぎわいのあるまちづくり 

１）恵庭型コンパクトシティの推進 

２）総合的な交通体系の確立と情報インフラの充実 

方針２ 豊かで活力のあるまちづくり 

１）ライフステージに合わせた豊かな暮らしを実現する市街地（住宅地）の

推進 

２）産業振興への環境づくりの推進 

方針３ 潤いとやすらぎのあるまちづくり 

１）「はなふる」を核としたガーデンツーリズムの推進 

２）豊かな農業環境の保全と活用 
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⑤防災拠点機能の強化 

公共機能を移転集約するとともに、民間集客機能を配置して拠点性を高め、併せて防災機

能を強化することで、災害に強いまちづくりを進めます。 

２） 総合的な交通体系の確立と情報インフラの充実 

①総合的な交通網の確立 

恵庭市の交通体系については安全性、快適性や環境との調和を考慮し公共交通、自動車、

自転車、徒歩など各交通手段の適切な役割分担のもと、交通施設の整備、公共交通の確保、

歩行者ネットワーク形成等の交通事業の推進により総合的かつ一体的に確立します。 

②交通を支える情報インフラの充実 

AI・IoT などの進展に伴う新たな情報通信の基盤を活用した新たな交通システムの調査を

行います。 

③災害に強いインフラの確保 

  災害時における避難路や道路などの確保を図ります。 

④自転車活用の推進 

市内の観光・レクリエーション施設や市街地周辺に広がる田園景観などを活かした自転車

ネットワークの形成を図ります。 

（２） 方針２：豊かで活力のあるまちづくり 

１） ライフステージに合わせた豊かな暮らしを実現する市街地（住宅地）の推進 

①ライフステージに合わせた住み替え等を可能にする住宅政策の推進 

高齢化が進む住宅団地において、住み替えを促すことで人口構造のバランスが取れたまち

づくりを実現します。 

住み替えを推進することで、コンパクトなまちを維持しながら、新たな移住や定住を増や

します。 

ライフステージに合わせた住み替えの促進や、ライフステージにあった住宅地を確保する

ために、市内の低利用の土地の利用を促進します。 

②環境に配慮したまちづくり 

ガーデンシティとして水と緑、花に囲まれた住宅地を形成することを推進します。 

新たに建設する住宅や建て替える住宅では、環境性能に優れた住宅や災害にも強い住宅の

推進を図ります。 

③コミュニティのある暮らしの推進（新たな生活様式に適した暮らし） 

在宅ワークなどが増え、地域で過ごす時間が増えることから、快適な暮らしを実現するた

め暮らしを豊かにするコミュニティの小さな交流拠点（サードプレイス）の配置などを検討

します。 

２） 産業振興に向けた環境づくりの推進 

   今後の工業用地については、コンパクトなまちづくりの方針のもと、既存工業団地内の低

利用用地などを中心に利活用を進めていくことを基本に次の時代を見据えた産業振興への環

境づくりとして、工業系を含めた幅広い産業、業種の誘致、職住近接の働く環境づくりなど

長期的な視点で、新たな働き方にも対応した土地利用の可能性について検討します。
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（３） 方針３：潤いとやすらぎのあるまちづくり 

 １） 「はなふる」を核としたガーデンツーリズムの推進 

①花のビレッジ構想の推進 

「はなふる」を観光資源として整備、充実を図り来訪者の満足度を高め、観光客の誘客を

図ります。 

また、「はなふる」の来訪者にとって周遊を促す拠点となるよう市内の観光施設や商業施設

と連携した場情報発信の場として整備します。 

②恵庭市のイメージを高める水と緑、花による景観づくりと滞在機能の充実 

「はなふる」や漁川などの水辺空間を活かし、水と緑、花の景観づくりを進めガーデンシ

ティのブランド化と、恵庭のイメージの向上を図ります。 

「はなふる」が来訪のひとつとなるよう情報発信とともに、市内の観光・レクリエーショ

ン施設を体験できるツアーなどの充実を図ります。 

令和４年に開催される「全国都市緑化北海道フェア」を成功させるとともに、その遺産を

後世に繋げ続けます。 

③「はなふる」を拠点とした市内の回遊性の向上 

「はなふる」を拠点として散策路やサイクリングロードを充実させて、まちを回遊できる

ようにします。 

２） 豊かな農業環境の保全と活用 

①優良な農地の保全と活用 

健全な農業の維持と発展を図るためにも、今後とも優良な農地の保全に努めます。 

また農村滞在型余暇活動機能整備計画に基づき良好な農業環境を活かしたグリーンツーリ

ズムの推進を図ります。 

②環境配慮型住宅地の検討 

都市・農村と調和のとれたゆとりある環境配慮型住宅地の整備を検討します。 
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２－３ 持続可能な都市骨格の方針 

ガーデンシティの確立を目指しつつ、将来的な人口減少を見据えた都市計画やまちづくりを

進めていくためには、前節の「まちづくりの基本方針」を踏まえた都市構造の持続可能性も考

慮する必要があります。

このため、社会の変化に適切に対応した都市計画を推進するための持続可能な都市骨格（市

街地設定及び東西軸の展開）の方針を整理します。

（１） 市街地の設定の考え方 

１） 将来人口推計 

現在、恵庭市は人口が増加していますが、国立社会保障・人口問題研究所による推計では

令和２年（2020 年）を境に人口減少に転じるとされています。

 平成 27年 令和 2年 令和 7年 令和 12年 令和 17年 令和 22年 

人口（人） 69,702 69,449 68,548 67,129 65,292 63,003 
人口ビジョン 
（参考） 

 70,000 69,825 68,851 67,461 66,000 

２） 適正な市街地規模の維持・形成 

恵庭市の平成 27 年（2015 年）現況の人口密度をみると、ほぼ全ての地域で市街地の人口

密度の目安となる 60 人/ha（市街化区域の指定基準：都市計画運用指針（国土交通省））を上

回っている状況で、また、令和 12 年（2030 年）、令和 22 年（2040 年）においても、ほぼ全

ての地域で 60 人/ha の人口密度を上回る推計となっており、本市の市街地規模は将来におい

ても適正と考えられます。

図 ２-２ 市街化区域の人口密度の推計 

平成27年（2015年） 令和12年（2030年） 令和22年（2040年） 

資料：国土技術政策総合研究所 将来人口・世帯予測ツール及び都市計画基礎調査より恵庭市算出 

資料：〈表上段〉国立社会保障・人口問題研究所（地域別将来推計人口）及び平成27年国勢調査より恵庭市作成 

〈表下段〉恵庭市人口ビジョン 2019 

単位：人 

凡例 0 40 40 60 60 80 80 100 100 150 
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３） 災害リスクに適応した安全安心な市街地形成 

市街地の災害リスクの状況を千歳川流域浸水ハザードマップの浸水想定区よりみると、市

内北東部の田園地帯を流れる千歳川・漁川周辺区域の一部は、洪水浸水想定区域に含まれて

います。

JR３駅を中心とする「地域拠点」周辺でも浸水想定区域に含まれていますが、1,000 年に

一度の大雨であっても浸水時の水の深さは 3.0m 以下となっています。

また、市街化区域内には、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域の指定箇所はなく、現状の市街地は災害リスクに適応

した都市構造であると考えられます。

今後、高齢化の進行と将来的な人口減少が進む中では、地域コミュニティの弱体化も想定

されることから、恵庭市強靱化計画に基づき市街化の抑制や災害リスクを低減する防災施設

の整備、公共機能の移転集約等に合わせた防災機能の強化などハード対策を進めるとともに、

避難計画などのソフト対策など安全安心な市街地の形成を図ります。

図 ２-３ 千歳川流域浸水ハザードマップ 

資料：恵庭市ハザードマップ（令和３年） 
市街化区域 
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４） 歩いて暮らせる市街地の形成 

恵庭市の市街地は、恵庭・島松・恵み野の３つの JR 駅から半径１km 圏には、病院や診療

所などの医療・福祉施設、スーパーマーケットなどの商業施設、行政機能などが位置してお

り、市街地の徒歩圏内に生活に必要様々な利便施設が集約されているコンパクトな市街地を

形成しています。

また、市内居住者の足となる公共交通も、JR 千歳線の３駅とエコバスで連絡されており、

公共交通のネットワークが形成されています。

今後も、現状の市街地規模を維持し、各 JR 駅周辺が多機能な地域拠点となるよう都市機

能の充実・歩いて暮らせる市街地の形成を図ります。

図 ２-４ 恵庭市生活情報マップ 

R≒１km 

島松 
恵み野 

恵庭 

資料：恵庭市移住パンフレットをもとに恵庭市作成 

市街化区域 

病院・診療所 C コンビニエンスストア D ドラッグストア S スーパーマーケット 
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島松 

恵庭 

IC

生活圏

地域拠点（徒歩生活圏） 
駅から概ね１km 

・バリアフリー化を推進 

概ねの市街地 

・バスネットワークにより地
域拠点と連携 

東西軸

恵み野 

（２） 将来都市構造（市街地設定及び東西軸展開） 

恵庭市の市街地は、将来的な人口密度、災害リスクへの適応、生活利便性の観点から、現況

の市街化区域の規模で適正な状態です。このため、市街地は現況の市街化区域を基本とし、JR
３駅を中心とした「地域拠点」を公共交通のネットワークで連絡する「コンパクトなまちづく

り」を基本とします。

また、「ガーデンシティの確立」に向けて、恵庭市の魅力を活かした新たな都市構造として東

西軸を展開します。

凡例 

居住機能 行政サービス機能 医療・福祉サービス機能 

子育て支援機能 地域交流機能 

バスネットワーク機能 
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３．分野別整備方針 

３－１ 土地利用方針 

恵庭・島松・恵み野の JR３駅を地域拠点としたコンパクトなまちづくりを進めます。 

 ３つの地域拠点は、必要な都市機能を分担しつつ、公共機能の移転集約や必要に応じた建物

の用途転換や用途の複合化などにより、多様な都市機能の集積や商業業務機能の増進を図りま

す。 

 また、地域拠点においては、高齢の進展や人口減少に備え戸建て住宅の住み替えなどに合わ

せて住宅地の集約や既存の集合住宅などの活用を進めます。 

 ３つの地域拠点を中心に交通網や歩行者系ネットワークを充実させライフステージに適合し

環境に配慮した質の高い住宅地を配置します。 

 防災の観点から、溢水、越水、がけ崩れその他の災害発生の可能性のある地区については、市

街化を抑制し、緑化の促進や保全に努めるほか、既成市街地においても災害発生の可能性のあ

る地域については、恵庭市強靭化計画に基づき、防災関係機関等とともに、災害発生時の対応

や防災に努めるようにします。

 今後の社会経済情勢の変化や市街地の成熟化に伴い土地利用を見直す必要が生じた場合は用

途地域の見直しや地区計画などの設定、新たな産業拠点の配置を検討します。新たな産業拠点

の配置検討においては、環境保全上の観点に十分配慮し、農林業との十分な調整を図ります。

（１） 住宅地 

さまざまな世代の人々が暮らしやすく、活力ある地域づくりを目指し、多様な生活様式に

合わせた住み替えや市外からの移住促進など住環境整備を促進します。また、地域の特性に

応じ地区計画制度などを活用しながら質の高い良好な住宅地の形成を図ります。

１） 一般住宅地

一般住宅地は、地域商業業務地の周辺の幹線道路の沿道などに配置し、周辺住宅地のため

の生活利便施設や医療・福祉施設、公共公益施設などが適切に配置された、良好な住環境の

形成を図ります。都市基盤施設が未整備のまま土地利用が進んでいない地区は、これらの施

設の整備を進め、住環境の改善を図ります。

柏陽・恵央地区においては公営住宅の集約化や公共機能の複合化を進めるため、必要に応

じて適切な用途転換や地区計画の活用を図ります。

老朽化した公営住宅については、「恵庭市公営住宅等長寿命化計画」に基づき修繕・改善・

建替えが実施されています。今後も公園などの水と緑を生かした良好な住環境づくりを推進

します。
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２） 専用住宅地

 専用住宅地は、計画的に開発整備された恵み野地区、美咲野地区、黄金地区に配置し、地

区計画等の策定により良好な住環境を維持しています。今後も低層専用住宅を主体としたゆ

とりある良好な住環境の維持・保全を図ります。

 今後、整備される住宅地については、地区特性等を踏まえ必要に応じて地区計画等を活用

することにより、計画的に良好な住環境の形成を図るとともに、生活利便施設等の立地につ

いて、適切な規模及び配置となるよう誘導に努めます。

（２） 商業業務地 

１） 地域商業業務地

 地域商業業務地区は、JR 恵庭駅周辺地区、JR 島松駅周辺地区、JR 恵み野駅周辺地区と柏

陽北地区に配置し、日常生活圏における生活利便性等の確保や住民の健康増進や文化の享受

に資する土地利用を図ります。

 島松駅周辺地区は、地域住民のニーズに応え、公共公益施設の集約化や、地域の再生を促

す商業・業務機能の充実などを図ります。

 柏陽北地区は、文教施設及び周辺住宅地環境と調和した大規模な生活利便施設等の誘導を

図ります。

２）沿道商業業務地

 道道江別恵庭線や市道恵庭線の旧国道沿道は、各種商業サービス施設が立地し、沿道サー

ビスのほか、周辺住宅地の日常的なサービスの提供をしてきました。 

 近年、消費活動の多様化により空き店舗が増え、駐車場や集合住宅への土地利用の転換が

みられます。これからは背後地の住環境等に配慮しつつ地域の実情を踏まえ、必要に応じた

用途転換や複合化など、利便性の高い多様な土地利用を検討します。

（３） 工業・流通業務地 

 工業・流通地区は、地理的条件などの優位性を生かし、既存の食品･物流関連産業等を中心

とする工業集積とともに、先端産業及びベンチャー企業の立地を促進します。

 戸磯地区を始めとした既存の工業団地は、今後とも産業活動の拠点として一般工業地を配

置し、一般企業の誘致のほか、既存企業が新技術等の導入により新規事業を立ち上げるなど

の産業振興を支援します。

 また、工業団地については、公園・緑地機能などを有した潤いのある環境の創出を図りま

す。
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（４） 農用地・環境配慮型住宅 

 農用地は、市民に新鮮な農作物を提供する生産の場であると同時にその生産の仕組みを通

じてまち全体の土地や、水、緑の環境を守り、土に親しむ機会を提供する貴重な都市住民と

の交流の場であるので重要な役割を果たしている田園地域においては、都市地域との調和や

交流に配慮しながら保全を図ります。

 優良田園住宅等の建設の促進に関する基本方針や地区計画・都市公園制度等を活用し、環

境配慮型住宅地等の田園居住環境の形成を図ります。

（５） 必要に応じて土地利用を検討する区域 

恵庭 I C や J R 駅などの交通結節点周辺や市街化区域等の都市的土地利用が行われている

区域に囲まれた市街化調整区域については、必要に応じて農林業と都市計画との調和や関係

法令との調整を行い、都市的土地利用を検討します。
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■土地利用方針図 

図 ３-１ 土地利用方針図
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３－２ 道路交通体系整備方針 

（１） 道路交通体系整備の基本的な考え方 

１） 「コンパクトなまちづくり」を支える交通体系

 コンパクトなまちづくりを支える交通体系として恵庭・島松・恵み野の地域拠点をつなぐ、

道路や公共交通などによる歩行者のネットワーク構築を図ります。

 高齢社会が進むなかで、歩いて日常生活を送ることで健康的な暮らしができる仕組みが重

要です。地域拠点の歩行者、自転車ネットワークを形成し、安全に通行できる道路整備を進

めると共に、地域拠点と周辺の市街地を結ぶ、公共交通の利便性を高めることが必要です。

コンパクトなまちづくりを支える交通体系の確立に向けて、交通事業者や関係機関等と協力

し、ハード、ソフト両面から総合的に取り組んでいきます。

 また、災害に強いまちづくりを進めるために、避難地や避難路等の整備を進めます。

２） 円滑な交通を促す道路整備

 恵庭市は道央圏の中心に位置し交通の要衝として発展してきました。

 広域的な役割を担う道路として、自動車専用道路である北海道縦貫自動車道、北海道横断

自動車道が市街地の外郭を通り、市内で合流しています。主要幹線として、国道 36 号、道道

江別恵庭線、道道恵庭栗山線、道道恵庭岳公園線が整備され、札幌、千歳、江別など各都市

と連絡する主要な路線として重要な役割を担っています。これら他都市をつなぐ広域的な道

路については、円滑な自動車交通を確保します。

 市内の道路網については、地域中心間を連絡する幹線道路や河川、鉄道で分断されている

市街地をつなぐ幹線道路の整備を進めると共に、各地域内で円滑な交通を促す補助幹線道路

やそれに連絡する区画道路を適切に配置します。また、駅周辺の公共公益施設をつなぐ道路

は、バリアフリー化を進め歩行者が安全に通行できる道路整備を進めます。

 近年、官民連携による歩行・交流空間としての道路空間の活用が進められています。民有

地活用による安全な歩行空間の確保や魅力ある道路空間整備など維持管理を含めた官民連携

を強化していきます。

３） 将来土地利用と整合した道路整備

 人口減少など社会情勢の変化に対応し、将来の土地利用と整合した道路整備を進めます。

現在、恵庭市の都市計画道路は、人口増加や経済成長に伴う交通量の増大や市街地の拡大等

を前提に、37 路線、約 81km について都市計画決定されています。しかし、長期未着手の都

市計画道路には、その必要性に変化が生じているものもあり、「都市計画道路の見直しガイド

ライン（平成 19 年 北海道）」に基づき都市計画の見直しを含めた検討を進めます。

 新しい市街地の開発に対しては、これらの地区と既成市街地を結び、円滑な移動が可能な

道路網整備を進めます。
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（２） 道路交通体系整備の基本的方向性 

１） 道路網計画

自動車専用道路や主要幹線道路については、円滑な交通の確保はもとより、地理的優位性

を生かし、産業、流通、観光などと連動した効果的な道路の活用を進めます。国道 36 号の

交通の分散や災害時の代替路線の確保の観点から羊ヶ丘通の延伸を進めます。

幹線道路、補助幹線道路については基線通の整備を促進するとともに団地中央通、恵南柏

木通などの整備を推進します。また千歳方面の円滑な交通を確保するため、交通需要の多い

市道南 26 号と国道 36 号付近の推進の整備を図ります。
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■道路整備方針図 

図 ３-２ 道路整備方針図 
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２） 歩行者、自転車ネットワーク 

近年、SDGs や環境、健康志向の高まり、新たな生活様式の広がりから、徒歩や自転車の

役割が見直されています。その一方で、歩行者と自転車の交通事故、放置自転車など安全性・

快適性の面において多くの課題があり、歩行者と自転車等が安全に通行できる道路空間のネ

ットワーク形成が必要です。

札幌恵庭自転車道線の整備を促進し、河川空間や幹線道路等を骨格とした、市内の歩行者、

自転車ネットワークの形成を図り、安全な走行空間の確保を進めます。

また、恵庭市バリアフリー基本構想における生活関連経路は、安全な歩行空間としての整

備を促進し、歩行者ネットワークの構築を図ります。

３） 公共交通（バス循環路線） 

バスは、コンパクトなまちづくりに対応する市民の重要な交通手段であるため、交通弱者

やバス空白地域に配慮した路線や、交通需要に対応した運行回数の確保等に努めます。

住宅地とＪＲ駅・公共公益施設へのアクセス確保のため、えにわコミュニティバス等の交

通手段を市民のニーズにあわせて運行し、利便性の向上を図ります。

また、AI や IoT 技術の進展などに合わせて、新たな交通システムなどの調査、研究を行い、

利便性の高い交通ネットワークの形成を図ります。 

４） 駅前広場計画

駅前広場は交通結節点として、その機能の確保を基本としつつも、人々が集まる空間とし

ての機能を兼ね備えた施設整備を進めます。また、高齢者や障がい者など、誰もが使いやす

い施設整備を図ります。

JR 島松駅前は、西口広場と東西をつなぐ自由通路及び島松駅通の駅前広場を配置すること

で、東西の連携とともに賑わいの創出を図ります。
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■歩行者、自転車ネットワーク方針図 

図 ３-３ 歩行者、自転車ネットワーク方針図 
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３－３ 水と緑のまちづくり方針 

（１） 水と緑のまちづくりの基本的な考え方 

 恵庭市は、水源である漁川上流部の恵庭渓谷を中心とした広大な森林地帯や市街地を流れ

る漁川、島松川などの河川、市街地周辺に残る防風保安林や自然樹林など水と緑に溢れた良

好な自然環境を有するまちです。これまで、「緑の基本計画」、「水と緑のやすらぎプラン」、

「花のまちづくりプラン」など水と緑に関する各種計画を策定し、恵庭の特性を生かしたま

ちづくりを進めてきました。

 近年、環境面や生物多様性の観点からの緑地整備や都市緑化の必要性が見直されており、

豊かな自然環境と共存を図りながら、やすらぎのあるまちづくりを進めるため、緑の適切な

保全、創出、育成を進めていきます。

 また、ガーデンシティの推進に向け、「はなふる」を中心にまち全体に花のネットワークの

拡充を図ります。

（２） 水と緑のまちづくりの基本的方向性 

１） 環境保全系統の配置

 環境保全に関する緑地の配置は、「都市の骨格の形成」、「貴重な自然の保護」、「歴史文化の

継承」、「快適な生活の形成」に配慮し、各地区の特性に応じた整備、保全を図ります。

 まちを包む緑の輪郭として、帯状に緑が形成されている防風保安林は、貴重な環境資源と

して、その保全を図ります。

 市街地を流れる漁川、茂漁川、柏木川、ユカンボシ川、ルルマップ川、恵庭公園の樹林地

などは、水と緑の軸と位置付け、生態系を保全しつつ、市民に親しまれる水辺環境として、

適切な整備、保全を図ります。

 まちを彩る緑のネットワークとして、主要幹線道路、幹線道路の緑の適切な保全を図りま

す。

 歴史・文化的要素の高い貴重な自然として北海道自然環境等保全条例で指定されている、

豊栄神社などの環境緑地保護地区や保護樹木、恵庭市水と緑のまちづくり推進条例で指定さ

れている恵庭公園などの保全地区や保護樹林の保全を図ります。
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２） レクリエーション系統の配置

 レクリエーション空間として、公園緑地は市民に身近な場所であり、休養、休息、運動、

健康の維持･増進、文化活動などに活用される貴重な都市施設です。

 漁川をはじめとする市内を流れる茂漁川、柏木川、ユカンボシ川などの河川は、引き続き

多目的なレクリエーションの場として整備、活用を図ります。

 水と緑の拠点として、恵庭公園、恵み野中央公園の総合公園、恵庭ふるさと公園、中島公

園といった地区公園のほか、ルルマップ自然公園ふれらんど、「はなふる」を位置づけます。

 「はなふる」周辺を緑の拠点の一つとして、漁川河川空間と連動した 良好な環境整備を進

めます。

 市内の自然豊かな環境を生かしたレクリエーションの場や既存のスキー場の利活用の検討

を図ります。新たな都市公園などを生かした交流・集いの場を創出も検討します。 

 街区公園、近隣公園、地区公園・都市緑地などの都市公園の適正配置・再整備を進めると

ともに土地利用の再編に伴う再配置を進め適切な維持・管理を行います。

３） 防災系統の配置

 都市の公園緑地は、災害時における避難場所や防災帯として重要な役割を担うと共に、良

好な住環境を守る緩衝帯としての機能を有しています。

 防風保安林は、風雪などから道路や鉄道、住環境を守る重要な役割を担っており、保全を

図ります。

 災害時における避難場所として適切な公園緑地の配置を図ります。

 戸磯地区などの工業団地周辺及び工業地と住宅地が隣接する地域については、緩衝緑地を

配置し、整備を図ります。

 土砂流出、崩壊等による災害を防止するため、柏木地区などの急傾斜地の斜面緑化の保全

や整備を図ります。

４） 景観構成系統の配置

公園緑地や河川空間など水と緑は、生態系の維持やレクリエーション、防災などの様々な

機能に加え、都市の良好な景観を構成する貴重な財産です。

景観形成基本計画と整合を図り、都市景観の向上に資する緑地の整備、保全を図ります。

また、恵庭公園内の森林や戸磯地区の防風林の保全を図ります。
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■水と緑のまちづくり方針図 

図 ３-４ 水と緑のまちづくり方針図
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３－４ 処理施設整備方針 

（１） 下水道施設 

下水道施設は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水被害の防止を図り、都市

の健全な発展と衛生環境の向上に寄与してきました。

汚水管及び雨水管ともに概成しているため、機能維持を図りつつ、新たな開発などに応じ

て適宜、下水道管を布設しています。

今後も、既設下水道施設の分流化事業、ストックマネジメント事業（老朽化対策）、耐震化

事業などを計画的に進めます。

また、近年の都市化に伴う雨水浸透量の減少による浸水被害の増加に対応すべく、排水設

備審査時における開発者に対する雨水流出抑制の指導を行います。

資源有効利用の取り組みとしては、恵庭下水終末処理場において地域バイオマスである“し

尿・浄化槽汚泥”及び“生ごみ”を受け入れ“下水汚泥”と混合処理することでより多くの

バイオガスを発生させ、このガスを利用したバイオガス発電を行っています。さらには、焼

却排熱を利用した汚泥の減容化や焼却排熱の利用により発電用バイオガスの増量が見込める

ことを踏まえた民設民営バイオガス発電事業を実施するなど、下水処理と廃棄物処理事業を

連携させた取り組みを促進します。

公共下水道計画区域外の市街化調整区域においては、個別排水処理施設整備事業として合

併処理浄化槽の普及に取り組み、恵庭市全体の生活環境改善を図ります。

（２） 廃棄物処理施設 

恵庭市の一般廃棄物処理施設は、焼却施設、生ごみし尿処理場を中島松地区、ごみ処理場

を盤尻地区、リサイクルセンターを島松沢地区に配置しており、当面、この処理体制を維持

するほか、新たなごみ処理場の整備について検討を行います。
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４．テーマ別プロジェクト 

４－１ テーマ別プロジェクトとは 

（１） テーマ別プロジェクトとは 

テーマ別プロジェクトとは、ガーデンシティの確立を目指し、分野を横断し一体的に取り

組むまちづくりプロジェクトです。

（２） 目標年次 

目標年次は、概ね 10 年を目安とします。

（３） 基本的な考え方 

①関係人口を増やす ②住む働く ③健康で活き活きと暮らす の３つの視点から、図４ １

に示すとおり、３つのテーマ別プロジェクトを設定しました。

テーマ別プロジェクトは、図４ ２に示すとおり、複数の「個別プロジェクト」と、「想定

される主な施策・事業」により構成されます。

これら３つのテーマ別プロジェクトを相互に連携しながら進めることで、①多くの人に

「花のまち恵庭」を知ってもらう機会をつくり、②移住定住の促進、働く場を創出し、③健

康的に暮らせる生活環境づくりの実現を図り、ガーデンシティとしてのブランドの確立を目

指します。

図 ４-１ テーマ別プロジェクトの基本的な考え方 

観光施策の推進 
シティプロモーション 

SDGs 

１．ガーデンシティの 
ブランド力を高める 
プロジェクト 

２．ガーデンシティライフを 
実現する職住環境創出 
プロジェクト 

３．賑わいと交流のある 
コンパクトシティ推進 
プロジェクト 
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（４） 想定される主な施策・事業について 

各テーマ別プロジェクトには、想定される主な施策・事業として、ハード事業、ソフト事

業を設定しています。

それぞれの施策・事業は、第５期総合計画や、第２期総合戦略を参考に、将来人口動態、

豊かな自然環境、花のまちのイメージ、生活利便性の高さ、コンパクトなまちづくりなど、

恵庭ならではのまちの強み、可能性を活かし設定しました。

市民や来訪者のニーズは、住宅、就業、観光レクリエーション、地域との交流など、世代

や家族構成、ライフスタイルなどにより多様化しています。

このようなニーズの多様化に応えるため、想定される主な施策・事業は、戸建て住宅、集

合住宅などの様々なタイプの住宅や住宅地、サテライトオフィスなどの新たな働く場所づく

り、サードプレイスなどの市民交流の場、居場所づくりなど、恵庭に住み、長く暮らす場所

となるよう、多様な選択肢を示すことができるよう設定するとともに、これら事業はそれぞ

れ連携させ、分野横断的に取り組みを進めていきます。

また、このようにまちづくりを進めることは、長期的な人口減少社会においても、バラン

スがとれ、回復力のある、しなやかなまちづくりにもつながります。

「恵庭に住んでこのような暮らしがしたい」という多様なニーズ、ライフスタイルの実現

に向け、各種施策・事業を推進し、「恵庭に住んで良かった」といわれるまち、ガーデンシ

ティの確立を目指します。
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（２）歩いて暮らせるコンパクト
シティの形成

■3駅周辺の活性化・生活利便機能のコンパクト化 

■3 駅周辺部における多様な住環境の整備（公園・歩行空間等々） 

■公共交通や自転車活用推進計画による地域間の連携 

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふる」多機能化、かわまち事業等） 

■都市公園と街路を活用した花の軸の形成（恵庭 IC 周辺、駅前通り等） 

■居心地の良い歩行者空間や公園機能の拡大整備（ふるさと公園 P -PFI、すみれ公園等） 

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑地の整備 

■魅力ある公園の整備、レクリエーション機能の整備・拡充 

■環境配慮型住宅地の誘導 

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イベント（全国都市緑化北海道フェア、サイクルフェスタ等） 

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 

◎観光振興計画の推進 

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正管理・活用） 

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の開催推進 

■職住近接の住宅団地整備 

■低利用地・集合住宅跡地の利用促進 

■柏陽地区土地利用再編 

■西島松地区の宅地開発 

■サテライトオフィスやリモートワーク型タウンの検討（情報通信インフラの拡充等） 

■田園環境や交通アクセスの良さを活用した土地利用の検討 

■札幌恵庭自転車道の整備 

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用促進と住み替えなど、住宅・土地流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き家等の活用 

◎工業用地の調査検討 

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチング等） 

◎移住者の就労先事業者への支援の検討 

◎サテライトオフィスやリモートワーク等の検討（サテライトオフィス可能性調査、恵庭型サテライトオフィスの設置、

業務系企業の誘致） 

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 

◎自転車活用推進計画の策定（情報通信機能を活用した案内・誘導（マップ、ルート）の促進等 

■3 駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能等）の集約と活性化 

【恵庭駅周辺活性化事業】 

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機能拡大（すみれ公園機能拡大や旧市民活動センター利活用、ふるさと公園改修等） 

【恵み野駅周辺活性化事業】 

・恵み野地区における商業機能の維持・商業施設の活用・店舗兼用住宅の誘導等 

【島松駅周辺活性化事業】 

・島松地区における公共機能の集約（島松支所・図書館の JR 島松駅周辺への複合化、歩行者空間のバリアフリー化

の推進） 

◎エコバスの活用 

◎かわまちづくり事業の活用 

◎JR 駅周辺におけるエリアマネジメント 

◎歩くことを通したまちづくり 

プ

１．ガーデンシティのブ

ランド力を高めるプ

ロジェクト 

２．ガーデンシティライ

フを実現する職住環

境創出プロジェクト 

（１）豊かな自然環境を活かした
花と緑の空間づくり

（2）田園・農業環境と調和したレ
クリエーションの場づくり

（２）移住定住につながる働く環
境の整備 

（３）企業立地しやすい環境の整
備

個別プロジェクトテーマ別プロジェクト 想定される主な施策・事業（■ハード事業、◎ソフト事業） 

関連するまちづくり基本方針 

方針３ 

関連するまちづくり基本方針 

方針２ 

（１）ライフステージに合わせた
住宅地の整備

ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
の
確
立
（
恵
庭
市
の
都
市
ブ
ラ
ン
ド
）

[視点１] 

関係人口を
増やす 

社
会
動
態

[視点２] 

住む・働く 

視点

[視点３] 

健康的で活
き活きと暮ら
す 

自
然
動
態

３．賑わいと交流のある

コンパクトシティ推

進プロジェクト 

関連するまちづくり基本方針

方針１ 

（１）心身の健康を支える生活・
環境の整備

関連するSDGｓ 

関連する SDGｓ 

関連する SDGｓ 

図４ ２ テーマ別プロジェクトの体系 
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恵庭 

恵み野 

島松 

IC

■ハード事業  ◎ソフト事業 ３地区共通 
■3駅周辺の活性化・生活利便機能のコンパクト化 

■3 駅周辺部における多様な住環境の整備（公園・歩行空

間等々） 

■居心地の良い歩行者空間や公園機能の拡大整備（ふる

さと公園 P -PFI、すみれ公園等） 

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑地の整備 

■低利用地・集合住宅跡地の利用促進 

◎観光振興計画の推進 

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正管理・活用） 

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の開催推進 

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用促進と住み替えなど、

住宅・土地流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き家等の活用 

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチング等） 

◎移住者の就労先事業者への支援の検討 

◎エコバスの活用 

◎JR 駅周辺におけるエリアマネジメント 

◎歩くことを通したまちづくり 

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 

島松地区 
■西島松地区の宅地開発 

■3 駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能

等）の集約と活性化 

【島松駅周辺活性化事業】 

・島松地区における公共機能の集約（島松支所・図書

館の JR 島松駅周辺への複合化、歩行者空間のバ

リアフリー化の推進） 

恵庭地区 
■3駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能

等）の集約と活性化 

【恵庭駅周辺活性化事業】 

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機能拡大（すみれ公園

機能拡大や旧市民活動センター利活用、ふるさと公

園改修等） 

東西軸 
■都市公園と街路を活用した花の軸の形成（恵庭 IC 周

辺、駅前通り等） 

■魅力ある公園の整備、レクリエーション機能の整備・拡充 

■環境配慮型住宅地の誘導 

■田園環境や交通アクセスの良さを活用した土地利用の検

討 

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 

◎工業用地の調査検討 

東西軸 
■公共交通や自転車活用推進計画による地域間の連携 

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふる」多機能化、レンタ

サイクル、かわまち事業等） 

■職住近接の住宅団地整備 

■サテライトオフィスやリモートワーク型タウンの検討（情報

通信インフラの拡充等） 

■札幌恵庭自転車道の整備 

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イベント（全国都市

緑化北海道フェア、サイクルフェスタ等） 

◎サテライトオフィスやリモートワーク等の検討（サテライトオ

フィス可能性調査、恵庭型サテライトオフィスの設置、業

務系企業の誘致） 

◎自転車活用推進計画の策定（情報通信機能を活用した

案内・誘導（マップ、ルート）の促進等 

凡例 

東西軸（恵庭の都市ブランドを高めていく軸） 

多機能な地域拠点 概ねの市街地 

公共交通ネットワーク 
広域サイクリング

ネットワーク 

居住機能 行政サービス機能 子育て支援機能 

生活必需品の買いまわり機能 

地域交流機能 医療・福祉サービス機能 

図４ ３ テーマ別プロジェクトのエリアイメージ 

恵み野地区 
■柏陽地区土地利用再編 

■3 駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能

等）の集約と活性化 

【恵み野駅周辺活性化事業】 

・恵み野地区における商業機能の維持・商業施設の活

用・店舗兼用住宅の誘導等 

◎かわまちづくり事業の活用 
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４－２ テーマ別プロジェクトの展開 

（１） ガーデンシティのブランド力を高めるプロジェクト 

１） 現状・課題 

・恵庭市の人口は、現在増加傾向にあります。しかし、将来的には少子高齢化に伴い人口減少

に転ずることが推計されています。 

・人口減少を抑制するため、交流人口の増加を図ることが必要です。また、恵庭市の大切な資

源である農地の適切な保全活用も必要です。 

・このため、恵庭市の魅力である花や緑、自然や農地がつくる美しい田園景観を活かして、ガ

ーデンシティとしてのブランド力を高めていくことが求められます。 

２） 基本方針 

・交流人口を増やすために恵庭市の魅力の 1 つである花や緑、自然を活かした美しい景観や環

境をつくります。 

関連するまちづくり基本方針 

方針３ 潤いとやすらぎのあるまちづくり 

１）「はなふる」を核としたガーデンツーリズムの推進 

２）豊かな農業環境の保全と活用 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト 
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済・ 

継続 

新規 

検討 

（１）豊かな自然環境を

活かした花と緑の

空間づくり 

（２）田園・農業環境と

調和したレクリレ

ーションの場づく

り

■3 駅周辺の活性化・生活利便機能のコ

ンパクト化
〇

■3 駅周辺部における多様な住環境の整

備（公園・歩行空間等々）
〇

■公共交通や自転車活用推進計画によ

る地域間の連携
〇

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふ

る」多機能化、かわまち事業等）
〇

■都市公園と街路を活用した花の軸の

形成（恵庭 IC 周辺、駅前通り等）
〇

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑地

の整備
〇

■魅力ある公園の整備、レクリエーショ

ン機能の整備・拡充
〇

■居心地の良い歩行者空間や公園機能

の拡大整備（ふるさと公園 P -PFI、す

みれ公園等）

〇

■環境配慮型住宅地の誘導 〇

関連するソフト施策

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イ

ベント（全国都市緑化フェア、サイクルフ

ェスタ等） 

〇

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 〇

◎観光振興計画の推進 〇

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正

管理・活用） 
〇

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の

開催推進
〇

花と緑のある住宅

地の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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●施策・事業の事例

①事例１：サイクルフェスタ・恵庭 

・サイクルフェスタ・恵庭は、恵庭市の魅力を再発見する、健康志向など様々なニーズや趣向

を兼ね備えた自転車イベントです。

・「ママチャリコース」はえこりん村などを巡る最も短い約 23km コース。「街ぶらコース」は

田園風景を楽しみながら、気軽に参加できる約 38km コース。「盤尻コース」はえにわ湖と白

扇の滝を望む、走り応えのある約 73km コースが設定されています。（2019 年開催時）

②事例２：花の拠点「はなふる」 

・恵庭市花の拠点基本計画に基づいた「花のまち恵庭」の観光拠点です。

・区域内に道と川の駅「花ロードえにわ」やガーデンエリア、RV パーク等多様な交流・滞在機

能を整備しており、今後も拡充を計画しています。 

③事例３：全国都市緑化北海道フェア 

・令和 4 年 6 月 25 日（土）から 7 月 24 日（日）まで、花の拠点・中島公園、隣接する河川空

間、及びまちなか会場をメイン会場に第 39 回全国都市緑化北海道フェアが開催されます。

・フェアを通じて、心豊かな生活文化の創造、観光資源としてツーリズムの定着を進めるとと

もに、各産業と連携した地域振興の促進を図ることで、北海道の豊かな自然や花と緑の魅力、

そして「花のまち」としてブランドの全国的な発信の契機とし、更なる発展にむけたガーデ

ン運動を推進していきます。

（写真：花の拠点「はなふる」HP） 

(写真：サイクルフェスタ・恵庭運営協議会 Facebook ページ) 

（画像：第 39回全国都市緑化北海道フェア「ガーデンフェスタ北海道 2022」HP） 
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（２） ガーデンシティライフを実現する職住環境創出プロジェクト 

１） 現状・課題 

・恵庭市は、北海道の玄関口である新千歳空港と大消費地である札幌市との間に位置する立地

環境を活かして、職住近接の都市基盤の整備を進めてきました。 

・恵庭市の人口減少を抑制するためには、職住近接や花と緑が身近にある環境などを活かして、

暮らしやすい居住地と雇用環境の充実を図り、定住者を確保することが必要です。 

・このため、花と緑に囲われた暮らしであるガーデンシティライフの実現に向けて、自然環境

等に配慮した住み心地の良い宅地の開発、在宅ワーク環境やサテライトオフィスの設置・充

実などを進めることが求められます。 

２） 基本方針 

・定住者を増やすため、新千歳空港と札幌市の間の職住近接を活かして札幌市や新千歳で働い

ている人向けに居住地の整備や新しい住宅地開発を行います。 

・自然を取り入れた住み心地の良い宅地の開発、サテライトオフィスの設置やリモートワーク

環境の充実などの情報通信機能の拡充、サードプレイス機能の拡充・誘導を行います。 

関連するまちづくり基本方針 

方針２ 豊かで活力のあるまちづくり 

１）ライフステージに合わせた豊かな暮らしを実現する市街地（住宅地）

の推進 

２）産業振興への環境づくりの推進 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済・ 

継続 

新規 

検討 

（１）ライフステージに合

わせた住宅地の整備 

（２）移住定住につながる

働く環境の整備 

（３）企業立地しやすい環

境の整備

■西島松地区の宅地開発 〇

■札幌恵庭自転車道の整備 〇

■職住近接の住宅団地整備 〇

■低利用地・集合住宅跡地の利用促進 〇

■柏陽地区土地利用再編 〇

■サテライトオフィスやリモートワ

ーク型タウンの検討（情報通信イン

フラの拡充等）

〇

■田園環境や交通アクセスの良さを

活用した土地利用の検討
〇

関連するソフト施策

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチ

ング等） 
〇

◎移住者の就労先事業者への支援の

検討 
〇

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 〇

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用

促進と住み替えなど、住宅・土地

流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き

家等の活用 

〇

◎工業用地の調査検討 〇

◎サテライトオフィスやリモートワーク等

の検討（サテライトオフィス可能性

調査、恵庭型サテライトオフィスの

設置、業務系企業の誘致） 

〇

◎自転車活用推進計画の策定（情報通

信機能を活用した案内・誘導（マッ

プ、ルート）の促進等

〇

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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①事例１：スマートタウンふれる恵み野 

・「スマートタウンふれる恵み野」は、恵庭市が推進するガーデンデザインプロジェクトの一環

として、花の拠点整備やかわまちづくりと一体的な景観形成を図る宅地であり、平成 30 年

（2018 年）10 月に完成しました。

・ふれる恵み野の各戸では、区画平均 363 ㎡と広さを活用した庭造りが楽しむことができます。

民間ガス会社と連携したガスマイホーム発電機器の導入が推奨されており、温室効果ガス削

減の期待と、停電発生時も発電できるという防災面で利点を有しています。

②事例２：花の田園住宅（ブレスドガーデン恵庭） 

・「花の田園住宅構想」（平成 21 年 3 月）、「優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」（平

成 21 年 7 月）に基づいて、美しいガーデニング住宅整備を推進しています。

(画像：スマートタウンふれる恵み野 Facebook ページ) 

（画像：花の田園住宅構想 写真：優良田園住宅 ブレスドガーデン恵庭） 
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（３） 賑わいと交流のあるコンパクトシティ推進プロジェクト 

１） 現状・課題 

・恵庭市は恵庭・島松・恵み野の JR３駅を中心に、恵庭型コンパクトシティを推進してきたこ

とで、歩いて暮らせるコンパクトな生活圏が形成され、暮らしやすいまちとなっています。 

・こうした環境を活かして、将来的な人口の自然減少を抑制するためには、JR３駅を中心とし

た地域拠点やその周辺の生活利便性を一層向上するとともに、健康増進を促進する環境整備

が必要です。 

・公共施設の集約・複合化と活用、歩行者・自転車ネットワークの形成など、賑わいと交流の

あるコンパクトシティを形成していくことが求められます。 

２） 基本方針 

 ・恵庭・島松・恵み野の JR3 駅を中心とした拠点の整備や JR3 駅周辺に健康増進のための設

備や改修を行います。

・生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能等）の集約と活性化のためにコンパクトシティ

の形成を図ります。

関連するまちづくり基本方針 

方針１ 安心とにぎわいのあるまちづくり 

１）恵庭型コンパクトシティの推進 

２）総合的な交通体系の確立と情報インフラの充実 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済み・ 

継続 

新規 

検討 

（１）心身の健康を支え

る生活・環境の整

備 

（２）歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの

形成 

■3 駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能等）

の集約と活性化

【恵庭駅周辺活性化事業】

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機能

拡大（すみれ公園機能拡大や旧市

民活動センター利活用、ふるさと

公園改修等）

〇

【恵み野駅周辺活性化事業】

・恵み野地区における商業機能の

維持・商業施設の活用・店舗兼用

住宅の誘導等

〇

【島松駅周辺活性化事業】

・島松地区における公共機能の集

約（島松支所・図書館の JR 島松

駅周辺への複合化、歩行者空間の

バリアフリー化の推進）

〇

関連するソフト施策

◎かわまちづくり事業の活用 〇

◎JR 駅周辺におけるエリアマネジメント 〇

◎エコバスの活用 〇

◎歩くことを通したまちづくり 〇

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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●施策・事業の事例

①事例１：えにわコミュニティバス「通称：エコバス」 

・えにわコミュニティバスは恵庭市内を運行するコミュニティバスで、エコバスの通称で親し

まれています。

・エコバスは平日 40 分ごと、土日祝日は 60 分ごとに恵庭市内を循環し、通年運行する市民生

活の足となっています。

・エコバス運行区域外に居住する方を対象とした、えにわコミュニティタクシー（通称：エコ

タク）も運行しており、市民生活を支える地域交通の充実が図られています。

②事例２：複合施設 アルファコート緑と語らいの広場「愛称：えにあす」 

・アルファコート緑と語らいの広場「愛称：えにあす」は、平成 30 年（2018 年）4 月に恵庭

駅前通りにオープンした複合施設です。

・公共機能としては市民活動センター、保健センター、夜間・休日急病診療所、図書館恵庭分

館、学童クラブ、子どもひろば、子育て支援センターが入っています。

・民間機能としては宮の森スポーツクラブ、コンビニエンスストア、地域 FM 放送 e-niwa が

入っています。

・エントランスホールやロビー、カウンター席は読書や勉強、交流の場として自由に利用する

ことができます。

(写真：恵庭市 HP) 

(写真：恵庭市 HP) 
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５．都市計画マスタープランの進行管理 

都市計画マスタープランはガーデンシティの確立に向けて、今後 20 年における都市計画

の指針となるものです。都市計画マスタープランの推進においては、まちづくりの基本方針

に基づき、施策の進行管理を計画的に実施していくことが大切です。

５－１ 計画の推進にあたって 

 都市計画マスタープランに掲げたまちづくりの実現にあたっては、第 5 期総合計画、第 2
期総合戦略、整備、開発及び保全の方針等上位計画や関連計画等と整合を図り、効果的に進

めます。また、計画の推進にあたっては各事業の段階に応じた市民参加の場を設けます。

 特にテーマ別プロジェクトは第 2 期総合戦略と密接に関連していることから一体的な運用

を行うほか、総合戦略の見直しの際は、適切な見直しを行います。

第５期恵庭市総合計画 

・基本構想（2016-2025） 

・後期基本計画

（2021-2025）

第２期恵庭市総合戦略

「新ガーデンシティプラン」

（2020-2024） 

千歳恵庭圏都市計画都

市計画区域の整備、開

発及び保全の方針

（2021-2040） 

令和３年版恵庭市都市計

画マスタープラン 

（2021-2040） 

図 ５-１ 都市計画マスタープラン見直しスケジュール 

2040 

（R22） 

2030 

（R12） 

2021 

（R３） 

2035 

（R17） 

2025 

（R７） 

まちづくりの基本方針・分野別基本方針 

分野別基本方針

テーマ別プロジェクト 

10 年ごと見直し

５年ごと見直し
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５－２ 施策の評価 

令和 3 年度版都市計画マスタープランは、ガーデンシティの確立を目指し、恵庭市の魅力

を活かした都市空間整備や施策を展開するものです。

今後、人口減少等の社会変化に対応した進行管理を進めていくため、PDCA サイクルを確

立することで、ガーデンシティの確立に向けた施策の展開と継続的な改善を推進していくこ

ととします。

図 ５-２ PDCA サイクルによる施策の進行管理 

ACTION 

検証結果を踏まえて施

策を見直し、改善

PLAN 

令和 3 年度版都市計画

マスタープラン
DO 

施策・事業実施

テーマ別プロジェクト

CHECK 

社会的な指標


